
連載

シ
ュ
タ
ッ
ト
ベ
ル
ケ
の
人
材
戦
略
等
か
ら
見
る

わ
が
国
の
上
下
水
道
Ｐ
Ｐ
Ｐ
の
あ
り
方
に
つい
て
の
考
察　

そ
の
①

Ｅ
Ｙ
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
・
ア
ン
ド
・
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
株
式
会
社　

関　

隆
宏

東
京
大
学
下
水
道
シ
ス
テ
ム
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
研
究
室
・
特
任
准
教
授　

加
藤
裕
之

１
．
は
じ
め
に

　

筆
者
ら
は
、
こ
れ
ま
で
複
数
回
に
わ

た
り
、
ド
イ
ツ
の
シ
ュ
タ
ッ
ト
ベ
ル
ケ

に
つ
い
て
紹
介
し
て
き
た
（
２
０
２
０

年
第
10
号
、２
０
２
１
年
第
１
号
、）。こ

れ
ま
で
の
調
査
報
告
で
は
、
特
に
シ
ュ

タ
ッ
ト
ベ
ル
ケ
の
地
域
と
の
つ
な
が
り

や
、
事
業
ス
キ
ー
ム
に
つ
い
て
フ
ォ
ー

カ
ス
を
あ
て
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

特
に
、
シ
ュ
タ
ッ
ト
ベ
ル
ケ
固
有
の
自

治
体
出
資
の
民
間
企
業
形
態
は
、
自
治

体
の
公
営
企
業
で
は
難
し
か
っ
た
機
動

性
の
確
保
や
人
材
確
保
に
よ
る
効
率
化

の
追
求
と
、
自
治
体
の
首
長
・
議
員
の

監
査
役
と
し
て
の
関
与
に
よ
る
公
益
性

の
確
保
の
２
つ
を
両
立
さ
せ
て
い
る
、

持
続
可
能
な
地
域
イ
ン
フ
ラ
形
態
の
一

つ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

本
稿
で
は
、筆
者
ら
が
本
年
３
月（
３

／
13
～
３
／
18
）
に
行
っ
た
現

地
調
査
結
果
を
踏
ま
え
、
シ
ュ

タ
ッ
ト
ベ
ル
ケ
の
管
理
実
態
に

着
目
し
、
そ
の
効
率
的
な
管
理

方
法
や
人
材
戦
略
を
紹
介
し
な

が
ら
、
人
口
減
少
に
よ
る
人
材

不
足
が
著
し
い
我
が
国
に
お
け

る
人
材
確
保
・
育
成
の
た
め
の

方
策
、
お
よ
び
上
下
水
道
の
一

体
的
な
管
理
を
含
め
た
イ
ン
フ

ラ
管
理
形
態
の
在
り
方
の
示
唆

と
な
る
よ
う
に
２
回
の
寄
稿
に

分
け
て
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。

２
．
国
内
の
上
下
水
道
事

業
の
管
理
の
状
況

　

ま
ず
は
、
国
内
の
状
況
に
つ

い
て
改
め
て
デ
ー
タ
を
も
と
に

出典：総務省統計データを基に作成

関 隆宏氏

加藤 裕之氏
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9.8%

20.0%

25.4%

19.7%

15.4%

4.8%
5.0%

職員10人以下の水道事業者 50%超

2人以下 3～5人 6～10人 11～20人
21～50人 51～100人 101人以上

40.4%

21.2%

13.5%

11.4%

7.2%
3.9% 2.3%

技術職員5人以下の水道事業者 60%超

2人以下 3～5人 6～10人 11～20人
21～50人 51～100人 101人以上

水道事業者の職員数

下水道事業者の職員数

21.9%

24.1%

21.0%

16.2%

9.6%

4.9% 2.3%
職員11人未満の水道事業者 65%超

3人未満 3～6人未満 6～11人未満
11～21人未満 21～51人未満 51～101人未満
101人以上

46.3%

21.5%

13.6%

7.2%

6.7%
3.1%1.5%

技術職員6人未満の水道事業者 65%超

3人未満 3～6人未満 6～11人未満
11～21人未満 21～51人未満 51～101人未満
101人以上

出典：水道統計・下水道統計（共に令和元年度版）を基に作成

私
た
ち
が
直
面
し
て
い
る
課
題
に
つ
い

て
整
理
し
た
い
。

①
行
政
を
支
え
る
技
術
者
の
不
足

　

前
頁
の
グ
ラ
フ
は
国
内
の
人
口
、
労

働
者
、
行
政
職
員
数
等
に
つ
い
て
１
９

９
６
年
を
起
点
に
し
た
推
移
を
示
し
た

グ
ラ
フ
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
人
口
減
少

が
さ
ら
に
進
ん
で
い
く
と
は
い
え
、
現

在
の
人
口
は
凡
そ
１
９
９
６
年
時
点
と

同
じ
水
準
で
あ
る
。
ま
た
、
全
国
労
働

人
口
は
増
加
傾
向
に
あ
る
一
方
で
、
市

町
村
の
職
員
数
は
、
減
少
幅
が
大
き
く
、

更
に
上
下
水
道
職
員
は
そ
れ
よ
り
も
大

き
く
減
少
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

　

特
に
中
小
規
模
の
上
下
水
道
事
業
者

に
お
い
て
技
術
者
不
足
は
顕
著
で
あ
る
。

次
の
図
は
、
水
道
統
計
を
基
に
作
成
し

た
も
の
で
あ
る
が
、
10
人
以
下
の
水
道

事
業
者
は
全
事
業
者
の
50
％
を
占
め
て

い
る
。
ま
た
、
技
術
職
員
が
５
人
以
下

の
水
道
事
業
者
は
全
体
の
60
％
を
占
め

て
い
る
。
ま
た
、
下
水
道
に
つ
い
て
は
、

職
員
数
が
11
人
未
満
の
下
水
道
事
業
者

は
全
事
業
者
の
65
％
超
と
な
っ
て
お
り
、

技
術
職
員
が
６
人
未
満
（
５
人
以
下
）

の
下
水
道
事
業
者
は
同
様
に
65
％
超
と

な
っ
て
い
る
。
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②
将
来
の
管
理
の
負
担
の
増
加

　

一
方
で
、
施
設
の
更
新
需
要
に
つ
い

て
は
、
こ
れ
ま
で
も
増
加
傾
向
で
あ
っ

た
が
、
今
後
さ
ら
に
老
朽
化
施
設
の
更

新
対
応
が
必
要
に
な
る
。
国
か
ら
は
次

の
よ
う
な
デ
ー
タ
が
示
さ
れ
て
お
り
、

水
道
施
設
の
将
来
30
年
間
（
２
０
２
１

～
２
０
５
０
年
度
）の
更
新
需
要
は
、過

去
10
年
間
（
２
０
１
１
～
２
０
２
０
年

度
）
に
対
し
凡
そ
１
・
４
倍
と
な
っ
て

い
る
。
ま
た
、
下
水
道
施
設
の
将
来
30

年
間
（
２
０
１
９
～
２
０
４
８
年
度
）

の
更
新
需
要
は
、
２
０
１
８
年
度
※
の

凡
そ
１
・
６
倍
と
な
っ
て
い
る
。

　

２
０
１
９
年
度
の
技
術
職
員
数
は
、

水
道
事
業
２
万
３
３
９
４
人
・
下
水
道

事
業
１
万
８
６
０
５
人
で
あ
っ
た
こ
と

か
ら
、
単
純
計
算
を
す
る
と
、
水
道
事

業
で
約
９
０
０
０
人
、
下
水
道
事
業
で

約
１
万
１
０
０
０
人
の
人
材
が
不
足
す

る
計
算
で
あ
る
。

③
人
材
の
戦
略
的
な
採
用
・
育
成
は

待
っ
た
な
し

　

施
設
の
老
朽
化
が
著
し
い
中
、
対
応

す
る
担
い
手
は
減
り
、
資
金
が
あ
っ
て

も
施
設
の
更
新
対
応
が
追
い
付
か
な
い

と
い
う
極
め
て
危
機
的
な
構
図
が
浮
き

出典：厚生労働省　https://www.mhlw.go.jp/content/001082300.pdf

出典：国土交通省　https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/maintenance/_pdf/research01_02_pdf02.pdf
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彫
り
に
な
る
。
上
の
図
は
、
筆
者
が
水

道
統
計
を
基
に
作
成
し
た
技
術
者
の
推

移
と
老
朽
化
管
路
の
割
合
の
過
去
の
推

移
と
今
後
の
将
来
イ
メ
ー
ジ
を
合
わ
せ

て
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
ま
ま

で
は
、
老
朽
化
対
策
の
更
新
需
要
と
人

材
不
足
は
ま
さ
に
ワ
ニ
の
口
の
よ
う
に

広
が
っ
て
い
く
し
か
な
く
、
上
下
水
道

事
業
者
に
と
っ
て
、
人
材
確
保
は
急
務

で
あ
り
、
最
大
の
経
営
課
題
と
言
え
る
。

３
．
ド
イ
ツ
シ
ュ
タ
ッ
ト
ベ
ル
ケ

に
お
け
る
多
様
な
取
組
み

①�

シ
ュ
タ
ッ
ト
ベ
ル
ケ
の
成
り
立
ち
、

根
底
に
あ
る
生
存
権
の
保
障
及
び

P
ublic�V

alue

　

こ
こ
で
は
改
め
て
シ
ュ
タ
ッ
ト
ベ
ル

ケ
の
ポ
イ
ン
ト
に
つ
い
て
整
理
し
た
い
。

　

ま
ず
シ
ュ
タ
ッ
ト
ベ
ル
ケ
の
位
置
づ

け
で
あ
る
が
、シ
ュ
タ
ッ
ト
ベ
ル
ケ（
独

語
で
はStadtw

erke

）
は
自
治
体
が
出

資
設
立
し
た
日
本
の
株
式
会
社
に
あ
た

る
組
織
で
あ
り
、
ド
イ
ツ
基
本
法
に
よ

り
自
治
体
に
課
せ
ら
れ
た
住
民
に
対
す

る
生
存
配
慮
の
義
務１

を
、
自
治
体
と
共

に
遂
行
す
る
責
任
を
負
っ
て
い
る
。

50
％
超
を
出
資
し
た
会
社
に
お
い
て
、

は
じ
め
て
そ
の
名
前
を
使
用
す
る
こ
と

が
認
め
ら
れ
た
組
織
で
あ
る２

。
各
市
町

出典：水道統計を基に作成

村
に
は
○
○
シ
ュ
タ
ッ
ト
ベ
ル
ケ
（
○

○
に
は
市
町
村
名
が
入
る
）
と
い
う
形

で
会
社
が
存
在
し
て
い
る
。
そ
の
語
源

の
由
来
は
（
シ
ュ
タ
ッ
ト
（
都
市
）
と

ベ
ル
ケ
（
仕
事
））
と
な
っ
て
お
り
、ま

さ
に
都
市
の
仕
事
の
担
い
手
で
あ
る
。

現
在
、
ド
イ
ツ
に
は
９
０
０
の
シ
ュ

タ
ッ
ト
ベ
ル
ケ
が
あ
る
。　

　

シ
ュ
タ
ッ
ト
ベ
ル
ケ
の
歴
史
は
長
く
、

用
語
と
し
て
使
用
さ
れ
始
め
た
の
は
19

世
紀
中
ご
ろ
で
あ
る
が
、
都
市
に
お
け

る
シ
ュ
タ
ッ
ト
ベ
ル
ケ
の
よ
う
な
存
在

は
８
０
０
年
以
上
前
か
ら
存
在
し
て
い

た
と
言
わ
れ
て
い
る３

。
当
時
は
ド
イ
ツ

と
い
う
国
は
存
在
せ
ず
、
１
８
０
０
年

代
前
半
に
お
い
て
も
プ
ロ
イ
セ
ン
王
国
、

バ
イ
エ
ル
ン
大
国
、
そ
の
他
の
公
国
・

侯
国
が
多
数
存
在
し
た
領
邦
国
家
で

あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
自
ら
の
こ
と
は
自

ら
実
施
す
る
こ
と
が
文
化
と
し
て
根
付

い
て
い
る
国
で
あ
り
、
各
都
市
に
お
け

る
中
心
的
な
イ
ン
フ
ラ
の
担
い
手
が

シ
ュ
タ
ッ
ト
ベ
ル
ケ
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

　

シ
ュ
タ
ッ
ト
ベ
ル
ケ
の
経
営
に
お
い

て
、
近
年
特
に
重
要
視
さ
れ
て
い
る
も

の
がPublic V

alue

（
公
的
価
値
）４

で

あ
る
。
近
年
、
改
め
て
そ
の
意
義
が
注

目
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
評
価
手
法
は

様
々
で
あ
る
が
、
①
地
元
で
の
仕
事
の
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創
出
、
②
地
域
社
会
へ
の
貢
献
、
③
高

付
加
価
値
効
果
（
給
与
等
）、④
自
治
体

に
対
す
る
収
入
な
ど
の
要
素
に
分
解
し

て
示
さ
れ
て
お
り
、
競
合
す
る
電
力
・

ガ
ス
小
売
り
会
社
と
の
間
の
競
争
優
位

性
の
観
点
か
ら
も
重
要
と
な
っ
て
い
る
。

　

次
の
２
つ
の
図
は
、Stadtw

erke 
E

rkrath

が
公
表
し
て
い
る
価
値
創
造

レ
ポ
ー
ト
（W

ertschöpfungsberic
ht der stadtW

erke erkrath
）
で
示

さ
れ
た
も
の
の
一
部
で
あ
る
。
１
つ
目

は
シ
ュ
タ
ッ
ト
ベ
ル
ケ
の
売
上
の
何
％

が
地
域
内
で
留
保
、
還
元
さ
れ
て
い
る

か
、
ま
た
２
つ
目
は
会
社
や
地
域
内
企

業
を
含
め
て
ど
れ
く
ら
い
の
雇
用
を
創

出
し
て
い
る
か
を
示
し
て
い
る
。
こ
の

よ
う
に
、
資
金
が
域
外
に
流
出
せ
ず
に
、

地
域
に
ど
れ
だ
け
留
保
さ
れ
て
い
る
か

を
示
す
こ
と
で
、
シ
ュ
タ
ッ
ト
ベ
ル
ケ

がPublic V
alue

に
い
か
に
貢
献
し
て

い
る
か
を
訴
え
て
い
る
。

　

今
回
新
た
に
調
査
を
行
う
中
で
は
、

い
く
つ
か
の
シ
ュ
タ
ッ
ト
ベ
ル
ケ
へ
の

ヒ
ア
リ
ン
グ
を
実
施
し
て
い
る
。
そ
の

中
で
も
筆
者
ら
の
興
味
を
引
い
た
も
の

の
一
つ
に
「
魔
法
の
三
角
形
」
が
あ
る
。

あ
る
シ
ュ
タ
ッ
ト
ベ
ル
ケ
で
は
、
①
持

続
の
た
め
に
「
利
益
」
を
確
保
す
る
、②

技
術
の
品
質
を
担
保
す
る
、
③
市
民
が

支
払
え
る
無
理
の
な
い
料
金
の
設
定
、

の
３
つ
の
相
反
す
る
関
係
を
「
魔
法
の

三
角
形
」
と
呼
び
、
こ
れ
ら
を
い
ず
れ

も
実
現
す
る
た
め
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ

い
か
、
こ
の
解
を
探
し
続
け
る
こ
と
の

重
要
性
を
強
調
し
て
い
た
。
こ
の
３
つ

は
、
１
つ
を
強
く
追
及
す
る
と
、
残
り

の
２
つ
を
あ
き
ら
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
ト
レ
ー
ド
オ
フ
の
関
係
に
あ
る
。
例

え
ば
、
利
益
を
上
げ
る
こ
と
を
追
求
す

る
と
、
技
術
の
品
質
を
下
げ
る
、
又
は
、

料
金
を
上
げ
る
こ
と
で
達
成
さ
れ
る
。

他
の
２
つ
の
点
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ

と
が
言
え
る
。
訪
問
し
た
シ
ュ
タ
ッ
ト

ベ
ル
ケ
が
全
て
こ
の
魔
法
の
三
角
形
を

言
及
し
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
彼
ら
と

の
会
話
を
通
し
て
、
ど
の
シ
ュ
タ
ッ
ト

ベ
ル
ケ
も
こ
の
３
つ
は
常
に
意
識
し
て

出典：Was bleibt Wertschöpfungsbericht der Stadtwerke 
Erkrath(Stadtwerke Erkrath、2015)

持続のための「利益」を確保する

技術の「品質」
を担保する

市民が支払える無理
のない「料金」の設定

魔法の
三角形
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事
業
に
プ
ラ
イ
ド
を
持
っ
て
取
り
組
ん

で
い
る
姿
勢
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き

た
。

　

余
談
で
あ
る
が
、
近
年
は
脱
炭
素
が

社
会
的
に
も
重
要
な
テ
ー
マ
と
な
っ
て

お
り
、
政
治
家
や
若
者
の
興
味
は
非
常

に
高
い
と
い
う
。こ
の
た
め
、シ
ュ
タ
ッ

ト
ベ
ル
ケ
の
経
営
テ
ー
マ
は
、
前
述
の

Public V
alue

に
加
え
て
、
脱
炭
素
へ

の
取
組
み
が
欠
か
せ
ず
、
脱
炭
素
に
関

す
る
施
策
を
意
識
的
に
メ
ニ
ュ
ー
に
加

え
る
こ
と
で
、
料
金
改
定
を
ス
ム
ー
ズ

に
進
め
る
よ
う
に
し
て
い
る
と
い
っ
た
、

非
常
に
人
間
的
な
側
面
も
垣
間
見
る
こ

と
が
で
き
た
。
制
度
・
仕
組
み
は
非
常

に
論
理
的
か
つ
ド
ラ
イ
に
、
一
方
で
運

用
は
情
緒
的
か
つ
ウ
ェ
ッ
ト
に
。
市
民

と
対
峙
し
、
イ
ン
フ
ラ
を
持
続
可
能
な

も
の
と
す
る
た
め
に
は
、
こ
の
両
面
が

必
要
で
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

②
執
行
と
監
督
を
分
離
し
た
ガ
バ
ナ
ン

ス
構
造
と
執
行
役
の
経
営
ノ
ウ
ハ
ウ

　

シ
ュ
タ
ッ
ト
ベ
ル
ケ
の
会
社
の
ガ
バ

ナ
ン
ス
構
造
も
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ

る
。シ
ュ
タ
ッ
ト
ベ
ル
ケ
の
経
営
は
、監

督
と
執
行
の
権
限
が
明
確
に
分
離
さ
れ

て
お
り
、
監
督
は
監
査
役
、
執
行
は
執

行
役
が
担
っ
て
い
る
。
基
本
的
な
事
業

計
画
の
策
定
や
執
行
に
つ
い
て
は
、
執

行
役
の
権
限
と
な
っ
て
お
り
、
監
査
役

は
計
画
の
承
認
や
執
行
役
の
業
績
の
管

理
を
行
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
執
行
役

に
つ
い
て
は
、
経
営
の
専
門
家
（
経
営

修
士
号
又
は
博
士
号
）
を
取
得
し
た
者

を
配
置
す
る
こ
と
が
多
く
、
一
方
の
監

査
役
は
自
治
体
の
首
長
・
議
員
及
び
従

業
員
代
表
に
よ
る
混
成
と
な
っ
て
お
り
、

役
割
に
応
じ
た
人
材
配
置
に
よ
っ
て
公

益
と
効
率
の
バ
ラ
ン
ス
を
取
っ
て
い
る
。

③
生
存
権
配
慮
の
た
め
に
シ
ュ
タ
ッ
ト
ベ

ル
ケ
の
み
に
認
め
ら
れ
る
損
益
通
算

　

シ
ュ
タ
ッ
ト
ベ
ル
ケ
が
担
う
業
務
は

多
岐
に
渡
る
が
、
多
く
の
自
治
体
で
は

次
の
よ
う
な
事
業
を
展
開
し
て
い
る
。

個
々
の
事
業
は
、
収
益
を
生
み
出
す
事

業
と
、
自
治
体
に
課
せ
ら
れ
た
公
益
性

の
観
点
か
ら
料
金
設
定
を
実
際
の
コ
ス

ト
よ
り
も
安
価
に
抑
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
赤
字
の
事
業
が
あ
る
。
ド
イ
ツ
で

監査役会

執行役

シュタットベルケ

自治体
（株主）

利用者
（顧客）

開示された
情報

公益・生存配慮義務

 経営の専門家（民間企
業との競争勝ち抜く、報
酬も首長より高いことも）

 事業計画の立案
 権限に基づく予算の執行

執行役の選解任(執行役のKPI管理)
事業計画の承認

制度上の義務付け
ガイドライン等が整備

 監査役は会長が首長、
議員代表で構成

 議員代表は、親会社
（自治体）の議会の
派閥構成比率を保つ
のが一般的

自治体の承認事項を定款で定める
事業目的、年間の決算承認、赤字補
填、黒字使途、監査役の任命権、会社
の買収・売却、会社の解散等

出資

出典：Mainova AG社提供資料に加筆
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は
シ
ュ
タ
ッ
ト
ベ
ル
ケ
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
ら
の
事
業
を
損
益
通
算
す
る
こ
と

が
法
令
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
て
お
り５

、

組
織
全
体
で
料
金
と
収
益
を
バ
ラ
ン
ス

さ
せ
る
こ
と
で
、
イ
ン
フ
ラ
に
お
け
る

住
民
サ
ー
ビ
ス
の
持
続
可
能
性
を
担
保

し
、
か
つ
、
資
金
の
地
域
内
の
経
済
循

環
に
寄
与
し
て
い
る
。
ま
た
、
節
税
対

策
に
も
な
っ
て
い
る
。

　

次
の
図
は
、
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
行
っ
た

フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
市
のM

ainova A
G

社
か
ら
提
供
を
受
け
た
シ
ュ
タ
ッ
ト
ベ

ル
ケ
・
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
（M

ainova 
A

G

の
親
会
社
）を
通
し
た
損
益
通
算
の

仕
組
み
で
あ
る
。
廃
棄
物
焼
却
や
、
電

力
・
ガ
ス
・
熱
供
給
・
水
道
及
び
そ
の

他
の
投
資
先
か
ら
得
ら
れ
た
利
益
を
、

親
会
社
で
あ
る
シ
ュ
タ
ッ
ト
ベ
ル
ケ
・

フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
を
通
し
て
、
地
域
交

通
や
公
衆
浴
場
・
プ
ー
ル
事
業
へ
の
損

失
補
填
と
し
て
充
当
さ
れ
る
こ
と
を
示

し
た
も
の
で
あ
る
。

出典：Mainova AG社提供資料
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ド
イ
ツ
で
は
、
公
共
交
通
（
市
民
の

足
・
集
ま
る
た
め
の
手
段
の
提
供
）
や

公
衆
浴
場
・
プ
ー
ル
（
市
民
が
集
ま
る

場
の
提
供
）
は
、
前
述
し
た
自
治
体
が

供
給
責
任
を
負
う
サ
ー
ビ
ス
の
一
つ
で

あ
る
と
解
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
料

金
は
広
く
市
民
が
利
用
で
き
る
よ
う
に

安
価
に
設
定
す
る
必
要
が
あ
る
。
一
方

で
、
無
尽
蔵
に
税
を
投
入
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
の
よ
う
な

シ
ュ
タ
ッ
ト
ベ
ル
ケ
に
よ
る
資
金
の
地

域
内
留
保
と
損
益
通
算
の
仕
組
み
を
認

め
る
こ
と
で
、
市
民
の
イ
ン
フ
ラ
サ
ー

ビ
ス
に
対
す
る
負
担
軽
減
を
図
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。

④
複
合
と
広
域
イ
ン
フ
ラ
管
理
に
よ
る

効
率
化

　

複
数
の
イ
ン
フ
ラ
を
横
断
的
に
管
理

す
る
際
に
、
関
連
す
る
仕
事
を
同
じ
部

門
に
統
合
し
た
り
、
業
務
を
共
通
化
・

標
準
化
す
る
こ
と
で
管
理
が
よ
り
効
率

的
に
な
る
。
同
時
に
、
緊
急
対
応
の
組

織
を
一
本
化
す
る
こ
と
で
、
事
故
時
の

復
旧
対
応
の
迅
速
化
・
市
民
対
応
の
ワ

ン
ス
ト
ッ
プ
化
が
実
現
さ
れ
、
市
民

サ
ー
ビ
ス
の
向
上
に
も
つ
な
げ
て
い
る
。

複
合
管
理
に
よ
る
効
率
化
は
、
次
図
に

示
す
よ
う
に
組
織
（
人
員
）
の
統
合
に

よ
る
も
の
と
、
業
務
を
集
約
的
に
処
理

す
る
も
の
の
２
つ
に
分
類
さ
れ
る
と
考

え
る
。

　

今
回
調
査
を
行
っ
た
シ
ュ
タ
ッ
ト
ベ

ル
ケ
で
共
通
し
て
い
た
こ
と
は
、
組
織

の
統
合
の
一
般
的
な
例
と
し
て
、
土
木

部
門
の
共
通
化
が
あ
る
。
例
え
ば
、
親

和
性
が
高
い
水
道
事
業
と
ガ
ス
導
管
事

業
を
共
同
で
管
理
し
て
い
る
た
め
、
公

道
下
に
埋
設
さ
れ
る
管
路
の
更
新
等
に

あ
た
っ
て
土
木
工
事
を
一
体
的
に
行
う

こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
支
出

の
削
減
に
つ
な
げ
る
こ
と
が
で
き
る
と

い
う
。
土
木
に
関
す
る
技
術
は
共
通
化

が
図
れ
る
こ
と
が
メ
リ
ッ
ト
で
あ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
、
ウ
ル
ム
市
に
あ
る
シ
ュ

タ
ッ
ト
ベ
ル
ケ
・
ウ
ル
ム-

ノ
イ
ウ
ル
ム

で
は
、
電
気
技
術
者
は
、
上
下
水
道
だ

け
で
な
く
各
種
の
イ
ン
フ
ラ
監
視
制
御

や
施
設
の
受
変
電
施
設
等
、
そ
の
活
躍

の
幅
が
多
岐
に
渡
る
こ
と
か
ら
、
人
材

プ
ー
ル
を
用
意
し
、
必
要
に
応
じ
て
そ

こ
か
ら
人
材
が
派
遣
さ
れ
る
体
制
を
整

備
し
て
い
る
そ
う
で
あ
る
。

　

ま
た
、
あ
る
シ
ュ
タ
ッ
ト
ベ
ル
ケ
で

は
、
水
道
、
ガ
ス
、
熱
供
給
等
の
監
視

を
、
１
つ
の
監
視
室
・
監
視
制
御
デ
ィ

ス
プ
レ
イ
で
行
っ
て
い
た
。
昼
間
は
２

名
、
夜
は
１
名
体
制
で
、
事
故
等
が
発
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生
し
た
場
合
は
監
視
室
が
窓
口
と
な
り
、

現
場
へ
の
指
令
や
設
備
の
制
御
を
実
施

し
て
い
る
。
市
民
窓
口
も
一
本
化
さ
れ

る
こ
と
で
、
復
旧
に
あ
た
っ
て
の
迅
速

な
対
応
に
も
つ
な
げ
て
い
る
と
い
う
。

　

こ
の
他
に
も
、
例
え
ば
ア
セ
ッ
ト
管

理
戦
略
に
関
す
る
考
え
方
や
手
法
・
ノ

ウ
ハ
ウ
に
つ
い
て
は
共
通
的
な
も
の
が

多
く
、
こ
こ
で
も
分
野
横
断
で
管
理
す

る
こ
と
の
メ
リ
ッ
ト
が
生
ま
れ
て
い
る

と
い
う
。
ま
た
、
分
野
横
断
し
た
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
計
画
策
定
や
調
査
・
測
量
な

ど
も
機
能
を
共
有
す
る
シ
ナ
ジ
ー
の
例

と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

　

広
域
化
に
つ
い
て
は
、
地
方
の
中
核

と
な
る
都
市
の
シ
ュ
タ
ッ
ト
ベ
ル
ケ
が
、

近
隣
の
自
治
体
か
ら
水
道
事
業
の
管
理

の
委
託
を
受
け
た
り
、
新
た
に
共
同
で

シ
ュ
タ
ッ
ト
ベ
ル
ケ
を
設
立
す
る
こ
と

で
効
率
化
に
繋
げ
て
い
る
。
広
域
的
な

管
理
の
委
託
に
つ
い
て
は
、
多
様
な
委

託
形
態
が
あ
り
、
コ
ン
セ
ッ
シ
ョ
ン
契

約
を
締
結
し
て
シ
ュ
タ
ッ
ト
ベ
ル
ケ
が

運
営
主
体
と
な
る
ケ
ー
ス
（
我
が
国
の

事
業
統
合
又
は
経
営
統
合
に
あ
た
る
）

や
、
単
な
る
管
理
委
託
を
受
け
て
い
る

ケ
ー
ス
（
管
理
の
一
体
化
に
あ
た
る
）

等
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

　

次
頁
上
の
図
は
、
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
・

シ
ュ
タ
ッ
ト
ベ
ル
ケ
が
管
理
し
て
い
る

上
下
水
道
の
区
域
を
示
し
た
図
で
あ
る
。

ド
イ
ツ
で
は
、
中
核
と
な
る
都
市
の
近

郊
に
は
小
さ
な
市
町
村
が
存
在
し
て
い

る
。
こ
れ
ら
の
管
理
を
シ
ュ
タ
ッ
ト
ベ

ル
ケ
・
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
が
一
体
と
な
っ

て
運
営
し
て
い
る
。
ま
た
、
シ
ュ
タ
ッ

ト
ベ
ル
ケ
・
ウ
ル
ム
／
ノ
イ
ウ
ル
ム
で

は
、
シ
ュ
タ
ッ
ト
ベ
ル
ケ
が
近
隣
市
町

村
と
の
間
で
新
た
な
シ
ュ
タ
ッ
ト
ベ
ル

ケ
を
設
立
す
る
形
で
広
域
化
を
行
っ
て

い
る
。
ウ
ル
ム
／
ノ
イ
ウ
ル
ム
は
、
小

規
模
の
市
町
村
に
技
術
や
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
機
能
を
提
供
す
る
役
割
を
担
っ
て
い

る
。

　

広
域
化
の
メ
リ
ッ
ト
は
、
単
な
る
業

務
の
共
同
実
施
に
留
ま
ら
な
い
。
ラ
イ

プ
ツ
ィ
ヒ
市
に
あ
る
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
・

シ
ュ
タ
ッ
ト
ベ
ル
ケ
に
よ
る
と
近
年
イ

ン
フ
ラ
事
業
の
リ
ス
ク
と
し
て
認
識
さ

れ
て
い
る
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
は
、
専

門
家
の
協
力
が
欠
か
せ
な
い
が
、
地
方

の
小
規
模
自
治
体
で
は
こ
の
よ
う
な
専

門
家
を
配
置
す
る
こ
と
が
難
し
い
と
さ

れ
て
い
る
。
広
域
的
に
管
理
を
行
う
こ

と
は
、
こ
の
よ
う
な
専
門
家
を
共
通
で

抱
え
る
こ
と
が
で
き
る
メ
リ
ッ
ト
も
大

き
い
と
い
う
。

出典：Mainova AG 提供資料に加筆
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出典：Stadtwerke Leipzig GmbH提供資料に加筆

シュタットベルケ・ウルム-ノイウルム

94%出資
ノイウルム市

6%出資

SWU TeleNet SWU Verkehr

100％出資 100%出資

通信事業 バス・トラム事業

SWU Energie

100％出資

電力ガス小売・熱供給

Stadtwerke
Ulm/Neu-Ulm Netze

100％出資

送配電・ガス導管・
通信網・水道

他自治体との
合弁発電企業

(5社)
ITベンチャー企業
3社との合弁企業

25%出資

子会社・
合弁会社2社

他自治体と
の合弁シュ
タットベルケ
（4社）

50％
出資

50％
出資

ウルム市近隣の自治体と共同で設
立するシュタットベルケ
（ウルム-ノイウルムは技
術を供与する）

Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm GmbHのグループ体制

近隣自治体
(複数)

出典：Stadtwerke Leipzig GmbH提供資料に加筆
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注１　

日
本
の
憲
法
に
あ
た
る
ド
イ
ツ

基
本
法
（G

rundgesetz für die 
Bundesrepublik D

eutschland

）

第
28
条
を
根
拠
に
地
方
自
治
が
補

償
さ
れ
て
お
り
、
自
治
体
が
地
域
に

関
す
る
全
て
の
事
項
を
自
己
の
責

任
に
お
い
て
規
律
す
る
権
利
を
有

す
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
う
え

で
、
ド
イ
ツ
人
の
「
生
存
配
慮
」

（D
aseinsvorsorge

）
の
基
本
権
利

を
守
る
こ
と
を
目
的
に
、
自
治
体
が

公
共
サ
ー
ビ
ス
提
供
の
保
障
責
任

（Gew
ährleistungspflicht

）
と
遂

行
責
任
（Erfüllungspflicht

）
を

負
っ
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
。（「
分

野
横
断
型
の
官
民
連
携
モ
デ
ル　

～
ド
イ
ツ
・
シ
ュ
タ
ッ
ト
ベ
ル
ケ
が

も
た
ら
す
価
値
～
」（
関
・
加
藤
、
水

道
公
論
２
０
２
０
年
10
月
号
））

２　

Ｂ
Ｇ
Ｈ
（
２
０
１
２
年
６
月

13
日
の
判
決 - A

z.: I ZR 228/19
）

は
、
自
治
体
が
過
半
数
を
所
有
し
て

い
る
場
合
に
の
み
、
会
社
名
に

「Stadtw
erk

」と
い
う
名
称
を
使
用

で
き
る
と
決
定
し
た
。

３　

Ｖ
Ｋ
Ｕ
ヒ
ア
リ
ン
グ
よ
り

４　

Public V
alue

は
、
１
９
９
５
年

に
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
の
マ
ー
ク
・

ム
ー
ア
教
授
が
開
発
し
た
も
の
で

あ
り
、
公
共
セ
ク
タ
ー
に
お
け
る
株

主
価
値
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
、

組
織
の
活
動
が
ど
の
よ
う
に
社
会

に
貢
献
で
き
る
か
（
公
益
性
）
を
評

価
す
る
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
と
な
っ

て
い
る
。
こ
の
ム
ー
ア
教
授
に
よ
っ

て
開
発
さ
れ
た
理
論
は
、
現
在
で
は

英
国
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
ニ
ュ
ー

ジ
ー
ラ
ン
ド
な
ど
の
公
的
セ
ク

タ
ー
で
広
く
採
用
さ
れ
、今
日
、「
公

益
」
は
、
も
は
や
公
共
セ
ク
タ
ー
に

限
定
さ
れ
ず
、
非
政
府
機
関
や
民
間

企
業
を
含
む
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
組

織
に
よ
っ
て
重
要
視
さ
れ
て
い
る
。

（
関
隆
宏
、
情
報
セ
ン
サ
ー
２
０
２

１
年
８
月
・
９
月
合
併
号
）

５　

シ
ュ
タ
ッ
ト
ベ
ル
ケ
本
体
と
、
そ

の
グ
ル
ー
プ
内
で
50
％
超
の
出
資

子
会
社
で
、
性
質
の
類
似
性
、
技
術

上
・
営
業
上
の
密
接
な
関
係
性
又
は

公
共
目
的
の
範
囲
内
で
営
利
性
を

有
す
る
事
業
会
社
と
の
間
で
、
損
益

相
殺
が
可
能
。A

rtikel4 Germ
an 

C
orporate T

ax C
ode A

bsatz 
(6) 

４
．
お
わ
り
に︵
次
号
に
向
け
て
︶

　

本
号
で
は
、Public V

alue

と
い
う

コ
ン
セ
プ
ト
に
基
づ
き
、
シ
ュ
タ
ッ
ト

ベ
ル
ケ
が
い
か
に
地
域
に
根
差
し
た
取

り
組
み
を
推
進
し
て
い
る
か
記
し
て
き

た
。
ま
た
、
効
率
性
を
高
め
る
た
め
に
、

複
合
化
・
広
域
化
の
取
組
み
に
つ
い
て

も
考
察
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
一

方
で
、
地
域
に
根
差
し
た
シ
ュ
タ
ッ
ト

ベ
ル
ケ
で
も
人
材
不
足
は
深
刻
な
課
題

で
あ
り
、
持
続
可
能
な
イ
ン
フ
ラ
を
供

給
す
る
た
め
に
多
様
な
人
材
戦
略
を

行
っ
て
い
る
。

　

次
号
で
は
、
シ
ュ
タ
ッ
ト
ベ
ル
ケ
に

お
け
る
人
材
戦
略
に
つ
い
て
解
説
す
る

と
共
に
、
我
が
国
の
上
下
水
道
に
お
け

る
先
導
的
な
事
例
を
基
に
、
今
後
の
上

下
水
道
事
業
の
管
理
の
あ
り
方
に
つ
い

て
考
察
し
た
い
。

（
つ
づ
く
）

（ 44 ） 水道公論（2023／６月号）


